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令和６年２月議会において



令和６年２月議会において検討を約した事項

担当部局
関係部局

(1) グリ下に集まる若者への支援 福祉部

(2) 宿泊税制度の見直し検討について 府民文化部

１．知事が検討を約した事項(２項目)



令和６年２月議会において知事が検討を約した事項

番号 質問項目 検討を約した内容要旨 対応状況（R6.12月末時点）
検討期限
（予定）

質問の種類
（会派）

担当部局
関係部局

1 グリ下に集まる若者へ
の支援

第4回グリ下会議で示された4つの対応
の方向性の具体化に向け、公民連携を視
野に、グリ下会議において、さらに議論
を重ね、課題のあるものが安全な環境で
安心して生活できるよう検討する。

　福祉基金を活用し、グリ下に集まる若
者を含めたホームレス状態の方へ相談支
援を行う民間支援団体に対して助成する
とともに、令和6年9月に開催された第6
回グリ下会議において、各構成員の取組
み状況についての情報共有を行った。

代表質問
（維新）

福祉部

2 宿泊税制度の見直し検
討について

観光振興の財源である宿泊税制度のあ
り方について、来年度早々に、有識者会
議を立ち上げ、適切な見直しを行ってい
く。

また、税以外の手法（「外国人観光客
徴収金」のような制度）については、そ
の性格や使途、手続きなど様々な課題が
あるものと考えるが、そうした手法につ
いても、有識者会議において、しっかり
議論するとともに、同時に国とも協議し
ながら導入できるか検討していく。

　宿泊税については、「大阪府観光客受
入環境整備の推進に関する調査検討会
議」の「宿泊税制度の在り方」に関する
第一次答申を受け、宿泊税の使途や税
率、免税点、教育旅行の課税免除など、
制度の見直しを行い、令和6年9月議会に
おいて、大阪府宿泊税条例の一部を改正
する条例が可決されたところ。なお、施
行日については、総務大臣の同意を受け
たのち、十分な周知期間を勘案し、決定
する。
　また、外国人観光客を対象にした徴収
金等の制度については、同会議におい
て、引き続き議論しているところ。今
後、答申を受け次第、速やかに府として
の対応を検討していく。

一般質問
（維新）

府民文化部


